
史

料

編

纂

所

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号

平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
発
行
（
抜
刷
）

資

料
日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年



資

料日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

史

料

編

纂

所

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）
凡
例

一
、「
日
本
後
紀
史
料
（
稿
）」
は
、『
続
日
本
紀
』
に
つ
ぐ
勅
撰
の
歴
史
書
『
日
本
後
紀
』
を

基
軸
に
、関
聯
資
史
料
を
併
載
し
た
編
年
史
料
集
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
の
は
、『
日
本
後
紀
』

が
網
羅
す
る
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
よ
り
天
長
十
年
（
八
三
三
）
の
四
十
二
年
間
で
あ
る
。

一
、
史
料
の
排
列
は
、
先
行
す
る
『
続
日
本
紀
史
料
』
を
踏
襲
し
た
。
即
ち
、
同
一
記
事
で
は
、

冒
頭
に
『
日
本
後
紀
』
を
置
き
、
以
下
、
原
則
と
し
て
『
類
聚
國
史
』『
日
本
紀
略
』『
扶
桑

略
記
』
を
排
し
、
さ
ら
に
年
代
記
・
記
録
文
書
類
等
の
関
係
史
料
を
ほ
ぼ
成
立
年
代
順
に
掲

げ
た
。

一
、
た
だ
し
、『
日
本
後
紀
』
は
散
逸
が
甚
だ
し
く
、
現
存
す
る
の
は
全
四
十
巻
の
う
ち
、
巻

第
五
・
八
・
十
二
・
十
三
・
十
四
・
十
七
・
二
十
・
二
十
一
・
二
十
二
・
二
十
四
の
十
巻
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
期
間
に
つ
い
て
は
『
日
本
後
紀
』
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
る
こ
と

が
可
能
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
期
間
に
つ
い
て
は
、『
類
聚
国
史
』『
日
本
紀
略
』
に
残
る
『
日

本
後
紀
』
逸
文
に
よ
っ
た
。

一
、『
日
本
後
紀
』
本
文
に
つ
い
て
は
、
三
條
西
家
本
を
底
本
と
し
、
朝
日
新
聞
社
本
・
新
訂

増
補
国
史
大
系
本
・
訳
注
日
本
史
料
本
な
ど
を
参
照
し
た
。

一
、
一
々
の
史
料
に
つ
い
て
綱
文
を
立
て
事
実
の
大
要
を
示
し
、
読
者
の
便
宜
と
し
た
。『
日

本
後
紀
』、若
し
く
は
そ
の
逸
文
が
存
す
る
場
合
は
そ
の
文
に
準
拠
し
、并
せ
て『
日
本
紀
略
』

前
篇
を
参
照
し
た
。
そ
れ
以
外
の
史
料
に
よ
っ
て
綱
文
を
立
て
る
場
合
も
、
努
め
て
史
料
中

の
表
現
を
用
い
た
。

一
、
歴
代
天
皇
及
び
朝
廷
の
記
事
は
、
原
則
と
し
て
主
語
を
省
い
た
。
人
名
に
係
る
官
位
・
姓

は
原
則
と
し
て
記
さ
な
い
が
、
薨
卒
記
事
に
は
官
位
・
姓
を
、
賜
姓
記
事
に
は
姓
を
附
し
た
。

一
、
木
簡
・
金
石
文
等
の
断
片
的
な
史
料
や
、
年
月
日
に
係
け
て
綱
文
を
立
て
る
に
至
ら
な
い

史
料
等
は
、「
雜
載
」
と
し
て
、
是
月
条
ま
た
は
是
年
条
に
収
め
た
。

一
、
年
紀
に
諸
説
が
あ
る
も
の
や
、
内
容
の
真
偽
が
定
ま
ら
な
い
に
つ
い
て
も
広
く
採
録
し
、

注
記
で
そ
の
旨
を
断
っ
た
。

一
、
引
用
の
史
料
は
、
信
頼
の
お
け
る
校
訂
本
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
に
し
た
が
う
が
、『
類
聚

三
代
格
』『
東
大
寺
要
録
』な
ど
、主
要
な
史
料
に
つ
い
て
は
定
評
の
あ
る
古
写
本
に
あ
た
り
、

字
句
を
確
認
し
た
。
依
拠
し
た
写
本
に
つ
い
て
は
、
史
料
名
の
下
に
注
記
し
た
。

一
、「
參
考
」
に
は
、
參
考
と
す
べ
き
史
料
を
掲
出
し
た
が
、
本
文
掲
出
は
最
小
限
に
留
め
、

他
は
史
料
の
所
在
を
注
記
す
る
に
と
ど
め
た
。

一
、
上
欄
見
出
し
は
、
主
に
主
要
用
語
を
掲
げ
、
ほ
か
に
便
宜
、
史
料
を
要
約
し
て
參
考
に
供

し
た
。

一
、
史
料
本
文
に
は
、
可
能
な
限
り
句
読
点
・
返
点
等
を
附
し
て
、
參
考
に
供
し
た
。

一
、
編
者
が
注
記
し
た
文
は
、
首
に
○
を
加
へ
て
史
料
の
あ
と
に
掲
げ
、
ま
た
原
文
中
の
傍
注

等
に
は
（

）
を
施
し
原
文
と
区
別
し
た
。
そ
の
際
、
煩
瑣
を
厭
い
、
續
日
本
紀
史
料
→
續

紀
史
料
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
→
紀
要
な
ど
の
略
称
を
用
い
た
。

一
、
延
暦
十
三
年
の
原
稿
作
成
に
は
、
荊
木
美
行
が
あ
た
り
、
校
正
の
点
検
で
は
京
泉
勇
平
氏

の
協
力
を
得
た
。
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延
曆
十
三
年
甲
戌
（
七
九
四
年
）

正
月
小

盡

乙
亥
朔

■

一
日
（
乙
亥
）
宮
殿
を
始
め
て
壞
つ
を
以
て
、
廢
朝
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
一

歲
時
二

元
日
朝
賀

十
三
年
春
正
月
乙
亥
朔
。
廢
朝
。
以
二

宮
殿
始
壞
一

也
。

○
宮
を
壞
さ
む
と
す
る
に
よ
り
、
東
院
に
遷
御
し
た
ま
ふ
こ
と
延
曆
十
二
年
正
月
二
十
一
日
（『
紀
要
』
四

－

60
）
條
參
照
。

■

征
夷
大
將
軍
大
伴
弟
麻
呂
に
節
刀
を
賜
ふ
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

甲戌
十
三
年
正
月
乙
亥
朔
。
賜
二

征
夷
大
將
軍
大
伴
弟
麿
節
刀
一。

○
征
夷
大
使
・
副
を
任
ぜ
し
こ
と
延
曆
十
年
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

618
）
條
、
弟
麿
が
辭
見
す
る
こ
と
同
十
一
年
閏
十
一
月
二
十
八
日
（『
紀

要
』
三

－

114
）
條
參
照
。

■

二
日
（
丙
子
）
侍
臣
を
宴
し
祿
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
一

歲
時
二

元
日
朝
賀

丙
子
。
宴
二

侍
臣
一。
賜
レ

祿
有
レ

差
。

■

三
日
（
丁
丑
）
任
官
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丁
丑
。
任
官
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
）
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■

九
日
（
癸
未
）
主
鷹
司
の
垣
上
に
雉
集
る
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

癸
未
。
有
レ

雉
集
二

主
鷹
司
垣
上
一。

○
雉
が
禁
中
の
正
殿
に
集
り
し
こ
と
延
曆
十
六
年
五
月
十
三
日
條
に
見
ゆ
。

■

十
五
日
（
己
丑
）
地
震
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七
十
一

災
異
五

地
震

十
三
年
正
月
己
丑
。
地
震
。

■

十
六
日
（
庚
寅
）
五
位
以
上
を
宴
し
祿
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
二

歲
時
三

踏
歌

十
三
年
正
月
庚
寅
。
宴
二

五
位
以
上
一。
賜
レ

祿
有
レ

差
。

■

征
夷
の
事
を
山
陵
に
告
げ
た
ま
ふ
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

庚
寅
。
告
二

征
夷
事
於
山
陵
一。
山
階
。

田
原
。

山
階
・
田
原
陵

○
弟
麿
に
節
刀
を
賜
ひ
し
こ
と
本
月
元
日
條
、
副
將
軍
坂
上
田
村
麻
呂
ら
が
蝦
夷
を
征
ち
し
こ
と
同
年
六
月
十
三
日
條
、
大
伴
弟
麿
が
戰
果
を
奏
せ

し
こ
と
同
年
十
月
二
十
八
日
條
參
照
。
な
ほ
、
本
年
の
征
討
軍
の
編
成
の
詳
細
は
弘
仁
二
年
五
月
十
九
日
條
に
見
ゆ
。

■

十
七
日
（
辛
卯
）
蝦
夷
を
征
せ
む
が
た
め
に
、
大
中
臣
諸
魚
を
遣
は
し
て
伊
勢
太
神
宮
に
奉
幣
せ
し
む
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

辛
卯
。
遣
下
二

參
議
大
中
臣
諸
魚
一

奉
中

幣
伊
勢
太
神
宮
上。
爲
レ

征
二

蝦
夷
一

也
。

○
征
夷
の
事
を
山
陵
に
告
げ
し
こ
と
本
月
十
六
日
條
に
見
ゆ
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）
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■

二
十
日
（
甲
午
）
右
大
臣
藤
原
繼
繩
、
奉
獻
す
。
樂
を
奏
し
五
位
已
上
に
衣
被
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

十
三
年
正
月
甲
午
。
右
大
臣
從
二
位
藤
原
朝
臣
繼
繩
奉
獻
。
奏
レ

樂
。
賜
二

五
位
已
上
衣
被
一。

■

二
十
一
日
（
乙
未
）
射
を
東
埒
殿
に
觀
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
二

歲
時
三

射
禮

十
三
年
正
月
乙
未
。
觀
二

射
於
東
埒
殿
一。

■

二
十
五
日
（
己
亥
）
栗
前
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

十
三
年
正
月
己
亥
。
遊
二

獵
於
栗
前
野
一。

■

二
十
六
日
（
庚
子
）
端
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

庚
子
。
遊
二

獵
於
瑞
野
一。
是
日
。
大
雪
。

■

大
雪
な
り
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
三
十
二

天
皇
遊
獵

庚
子
。（
中
略
）
是
日
。
大
雪
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
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二
月
大

盡

甲
辰
朔

■

十
三
日
（
丙
辰
）
葛
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

二
月
丙
辰
。
遊
二

獵
于
葛
野
一。

■

十
四
日
（
丁
巳
）
内
竪
二
百
六
十
人
を
考
に
預
ら
し
む
。

〔
弘
仁
格
抄
〕
上

格

卷
三

合
二

應
預
𩘿

考
内
竪
貳
佰
陸
拾
人

同
十
三
年
二
月
十
四
日

■

二
十
二
日
（
乙
丑
）
五
位
已
上
を
宴
し
物
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴

十
三
年
二
月
乙
丑
。
宴
二

五
位
已
上
一。
賜
レ

物
有
レ

差
。

■

二
十
七
日
（
庚
午
）
水
生
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

庚
午
。
遊
二

獵
於
水
生
野
一。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）
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三
月
小

盡

甲
戌
朔

■

三
日
（
丙
子
）
南
園
に
宴
し
五
位
已
上
に
祿
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
三

歲
時
四

三
月
三
日

十
三
年
三
月
丙
子
。
宴
二

於
南
園
一。
賜
二

五
位
已
上
祿
一

有
レ

差
。

■

四
日
（
丁
丑
）
大
原
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

三
月
丁
丑
。
遊
二

獵
於
大
原
野
一。

■

五
日
（
戊
寅
）
少
僧
都
等
定
ら
を
豐
前
國
八
幡
・
筑
前
國
宗
形
・
肥
後
國
阿
蘇
の
三
神
社
に
遣
は
し
て
讀
經
せ
し
め
、

三
神
の
爲
に
七
人
を
度
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
五

神
祇
五

八
幡
大
神

桓
武
天
皇
延
曆
十
三
年
三
月
戊
寅
。
遣
下
二

少
僧
都
傳
燈
大
法
師
位
等
定
等
於
豐
前
國
八
幡
。
筑
前
國
宗
形
。
肥
後
國
阿
蘇
三
神
社
一

讀
經
上。

爲
二

三
神
一

度
二

七
人
一。

■

十
八
日
（
辛
卯
）
石
淵
王
ら
を
伊
勢
太
神
宮
に
遣
は
し
て
、
幣
帛
を
奉
ら
し
む
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三

神
祇
三

伊
勢
太
神

十
三
年
三
月
辛
卯
。
遣
下
二

大
監
物
從
五
位
上
石
淵
王
。
參
議
從
四
位
上
守
兵
部
卿
兼
近
衞
大
將
行
神
祇
伯
近
江
守
大
中
臣
朝
臣
諸
魚
等
一。

奉
中

幣
帛
於
伊
勢
太
神
宮
上。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
）
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四
月
小

盡

癸
卯
朔

■

一
日
（
癸
卯
）
日
、
蝕
す
る
こ
と
有
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

夏
四
月
癸
卯●

朔
。
日
有
レ

蝕
。

○
底
本
「
癸
未
」
に
作
る
も
、
こ
の
月
「
癸
未
」
な
け
れ
ば
、
逸
史
に
よ
り
改
む
。

■

二
十
八
日
（
庚
午
）
新
京
を
巡
覽
し
た
ま
ひ
、
右
大
臣
藤
原
繼
繩
高
橋
津
莊
に
還
御
し
宴
飲
し
て
五
位
已
上
に
衣
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴

四
月
庚
午
。
巡
二

覽
新
京
一。
還
二

御
右
大
臣
從
二
位
藤
原
朝
臣
繼
繩
高
橋
津
莊
一

宴
飲

高
橋
津
莊

。
賜
二

五
位
已
上
衣
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

庚
午
。
巡
二

覽
新
京
一。

■

是

月

雜
載

〔
太
政
官
牒
〕
〇
太
政
官
牒
〇
東
南
院
文

書
一
ノ
七

太
政
官
牒

僧
綱
并
東
大
寺
三
綱

應
出
藥
伍
種

甘
草
伍
斤｢銓

｣

大
黄
伍｢銓

｣斤

人
參｢銓

｣貳
斤

呵
梨
勒｢銓

｣壹
伯
丸

檳
榔
子
壹｢銓

｣伯
丸

使
宮
内
卿
從
四
位
上
石
上
朝
臣
家
成

從
陸
人

刑
部
少
輔
從
五
位
下
紀
朝
臣
梶
繼

從
肆
人

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）

― 69―



内
藥
侍
醫
外
從
五
位
下
清
道
連
岡
麻
呂

從
參
人

牒
、
被
右
大
臣

（
藤
原
繼
繩
）

宣
偁
、
奉

勅
、
爲
出
充
大
納
言
藤
原
朝
臣
小
黑
麻
呂
之
買
給
藥
、
宜
遣
件
人
等

藤
原
小
黒
麻
呂
に
給
は
ん
が

た
め
に
、
東
大
寺
本
庫
よ
り

藥
五
種
を
出
さ
し
む

者
、
依
宣
發
遣
如
件
、
但
其
價
者
卽
納
本
庫
、
故
牒
、

延
曆
十
三
年
四
月
廿
五
日

正
七
位
下
守
左
少
史
武
生
宿
禰
「
眞
象
」
□

從
四
位
下
行
左
中
辨
兼
近
衞
少
將
相
模
守
藤
原
朝
臣
「
繩
主
」
〇
「
太
政
官

印
」
十
七
ア
リ

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
）

― 70―



五
月
大

盡

壬
申
朔

■

六
日
（
丁
丑
）
大
軍
を
發
す
る
を
以
て
、
馬
射
を
停
む
。
侍
臣
を
宴
し
祿
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
三

歲
時
四

五
月
五
日

十
三
年
五
月
丁
丑
。
停
二

馬
射
一。
以
レ

發
二

大
軍
一

也
。
宴
二

侍
臣
一

賜
レ

祿
。

○
本
年
の
征
討
軍
の
編
成
の
詳
細
は
弘
仁
二
年
五
月
十
九
日
條
に
見
ゆ
。

■

二
十
四
日
（
乙
未
）
甲
斐
國
、
白
鳥
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
六
十
五

祥
瑞
上

烏

十
三
年
五
月
乙
未
。
甲
斐
國
獻
二

白
烏
二
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

五
月
乙
未
。
甲
斐
國
獻
二

白
烏
一。

○
白
烏
が
中
瑞
に
當
た
り
し
こ
と
『
延
喜
式
』
卷
二
十
一
、
治
部
省
に
見
ゆ
。

■

二
十
八
日
（
己
亥
）
帶
子
皇
太
子
妃
、
忽
ち
病
を
有
し
木
蓮
子
院
に
移
り
頓
逝
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

己
亥
。
皇
太
子
妃
諱
帶
子
忽
有
レ

病
。
移
二

木
蓮
子
院
一。
頓
逝
。

【
參
考
】

〔
延
喜
式
〕
卷
二
十
一
、
諸
陵
寮

河
上
陵

贈
皇
后
藤
原
氏
。
在
二
大
和
國
添
下
郡
一。
兆

域
東
西
四
町
。
南
北
四
町
。
守
戸
五
烟
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）
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（
中
略
）右

五
遠
陵

○
詔
し
て
妃
諱
帶
子
に
皇
后
を
追
贈
せ
し
こ
と
大
同
元
年
六
月
九
日
條
に
見
ゆ
。
こ
れ
よ
り
五
月
二
十
七
日
を
國
忌
と
せ
し
も
、
の
ち
藤
原
緒
嗣
の

請
ひ
に
よ
り
國
忌
よ
り
除
か
れ
し
こ
と
弘
仁
八
年
五
月
己
酉
（
二
十
一
日
）
條
に
見
ゆ
。

■

是

月

雜
載

〔
大
和
國
弘
福
寺
文
書
目
録
〕
〇
大
和
國
弘
福
寺
文
書
目
録
〇
圓
滿
寺
文
書
・
根

津
美
術
館
所
蔵
文
書

「
弘
福
寺
領
田
畠
流
記
」

合
檢
收
公
文
拾
貳
卷

又
拾
壹
枚

弘
福
寺
、
公
文
拾
貮
卷
・
拾

壹
枚
を
檢
収
す

水
陸

｢
合
｣

田
目
録
一
卷
二
枚

踏
官
印
、
和
銅
二
年

□□

□
□
□
□
卷
□
□
□

同｢合
｣國

同
郡
畠
相
換
牒
一
卷
二
枚

踏
國
印
、
寶
龜
五
年

石｢合
｣樋

池
處
代
田
施
入
牒
一
卷
三
枚

一｢合
｣枚

大
和
國
司
踏
國
印
、
一｢合

｣枚
民
部
省
踏
省
印
、

一｢合
｣枚

國
符
十
市
郡
司
白
紙

並
寶
龜
八
年

攝｢合
｣津

・
播
磨
・
紀
伊
國
田
劵
文
一
卷
卅
二
枚

踏
國
印
、
自
勝
寶
元
年
迄

寶
龜
八
年
、

□｢合
｣□

□
□
□
一
卷
踏
國
印
、
寶
字
元
年

大｢合
｣修

多
羅
供
財
物
施
入
勅
書
一
卷
二
枚

踏
内
印
、
感
寶
元
年

御
帶
等
施
入
勅
書
一
卷
二
枚

踏
國
印
、
勝
寶
八
年

大
修
多
羅
供
田
劵
文
一
卷
十
枚

二
枚

｢
合
｣

紀
伊
國
踏
國
印
ゝ
二｢合

｣枚
播
磨
國
踏
國
郡
印
幷
勝
寶
五
年

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
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六
枚
近
江
國｢合

｣二
枚
踏
國
印
、
自
天
平
三
年
迄
寶
字
二
年
、

播｢合
｣磨

國
揖
保
郡
畠
券
一
枚
踏
郡
印
、
景
雲
元
年

常｢合
｣修

多
羅
衆
田
籍
一
卷
二
枚

踏
僧
綱
印
、
寶
龜
四
年

同
田
施
入
書
一
枚
天
平
六
年

讃｢合
｣岐

國
田
白
圖
一
卷
副
郡
司
牒
二
枚
、

大｢合
｣和

國
高
市
郡
田
白
圖
一
卷
延
曆
六
年
班
田
司
案

同｢合
｣郡

寺
廻
田
畠
白
圖
二
枚

一｢合
｣枚

和
銅
五
年
官
定

一｢合
｣枚

延
曆
十
年
郡
案
寫

同｢合
｣國

山
邊
郡
田
白
圖
一
枚

美
濃
國
田
白
圖
二
枚

山
背
國
田
畠
白
圖
一
枚

河｢合
｣内

國
田
白
圖
一
枚

同｢合
｣國

野
地
白
圖
一
枚

別
三
論
供
田
劵
文
等
一
卷
五
枚

二
枚
白
紙

三
枚
踏
國
印
、

寺
縁
起
財
帳
一
卷
天
平
十
九
年

延
曆
十
三
年
五
月
十
一
日
小
都
維
那
入
位
僧
「
隆
信
」

上
座
滿
位
僧
「
覺
崇
」

寺
主
滿
位
僧
「
徳
安
」

都
維
那
住
位
僧
「
明
開
」

小
寺
主
入
位
僧
「
隆
吉
」

可
信
滿
位
僧
「
善
永
」

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）
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可
信
滿
位
僧
「
妙
誨
」

可
信
滿
位
僧
病

檢
收
僧
綱
使

威
儀
師
「
常
耀
」

從
儀
師
「
璟
仙
」

從
儀
師

〇
「
弘
福
寺
印
」

三
十
八
ア
リ

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
）
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六
月
小

盡

壬
寅
朔

■

十
三
日
（
甲
寅
）
地
震
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七
十
一

災
異
五

地
震

六
月
甲
寅
。
地
震
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

六
月
甲
寅
。
地
震
。

■

副
將
軍
坂
上
田
村
麻
呂
已
下
、
蝦
夷
を
征
つ
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

六
月
甲
寅
。（
中
略
）
副
將
軍
坂
上
大
宿
禰
田
村
麿
已
下
征
二

蝦
夷
一。

○
田
村
麻
呂
が
征
東
副
使
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
延
曆
十
年
七
月
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

618
）
條
、
征
夷
副
使
と
し
て
辭
見
せ
し
こ
と
同
十
二

年
二
月
二
十
一
日
（『
紀
要
』
四

－

68
）
條
參
照
。

■

十
五
日
（
丙
辰
）
少
納
言
・
外
記
を
し
て
、
官
符
の
入
り
し
日
に
細
し
く
勘
へ
後
日
に
捺
印
せ
し
む
。

〔
類
聚
符
宣
抄
〕
第
六

請
印
事
・
外
記
軄
掌

請
印
官
符
事

右
官
符
。
少
納
言
外
記
加
二

覆
勘
一。
後
日
捺
印
。
而
卽
日
捺
頓
不
レ

能
レ

勘
。
自
今
以
後
冝
二

入
日
細
勘
。
後
日
捺
印
一。
當
番
案
主

案
主

亦

冝
レ

知
レ

之
。

延
曆
十
三
年
六
月
十
五
日

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）

― 75―



■

二
十
一
日
（
壬
戌
）
肥
前
國
、
白
雀
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
六
十
五

祥
瑞
上

雀

十
三
年
六
月
壬
戌
。
肥
前
國
獻
二

白
雀
一。

○
白
雀
が
中
瑞
に
當
た
り
し
こ
と
『
延
喜
式
』
卷
二
十
一
、
治
部
省
に
見
ゆ
。

■

二
十
二
日
（
癸
亥
）
任
官
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

癸
亥
。
任
官
。

■

二
十
五
日
（
丙
子
）
諸
國
の
夫
五
千
を
發
し
て
新
宮
を
掃
は
し
む
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丙●

子●

。
發
二

諸
國
夫
五
千
一

掃
二

新
宮
一。

○
是
月
「
丙
子
」
の
干
支
无
け
れ
ば
、
恐
ら
く
は
甲
子
（
二
十
三
日
）・
丙
寅
（
二
十
五
日
）
の
誤
り
な
る
べ
し
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
）
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七
月
大

盡

辛
未
朔

■

一
日
（
辛
未
）
東
西
の
市
を
新
京
に
遷
し
、
且
つ
厘
舎
を
造
り
て
市
人
を
遷
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

七
月
辛
未
朔
。
遷
二

東
西
市
於
新
京
一。
且
造
二

厘
舎
一。
且
遷
二

市
人
一。

■

大
納
言
正
三
位
勲
二
等
中
務
卿
皇
后
大
夫
藤
原
朝
臣
小
黒
麻
呂
薨
ず
。

〔
公
卿
補
任
〕

大
納
言

正
三
位

勲
二
等

同
小
黑
麿
六
十

二

中
務
卿
。
皇
后
宮
大
夫
。
七
月
一
日
薨
。
贈

從
二
位
。
勞
五
年
。
三
木
六
年
。
中
納
言
七

年
。

〔
尊
卑
分
脉
〕
藤
氏
大
祖
傳
・
本
系

○
略
表
記

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）

― 77―

從
五
下

鳥
養

母
從
五
位
下
春
軄

首
老
女

民
部
卿

皇
后
宮
大
夫

大
納
言

正
二
位

小
黑
麿

母
同
塩
麿

延
曆
十
三
七
一
薨

六
十
二

贈
從
一
位

桓
武
天
皇
御
宇

造
平
京
使

右
大
弁
〔
式
欤
わ
か
〕

皇
太
傅

民
部
卿

中
納
言

正
三
位

葛
野
麿

母
從
四
下
大
秦
公
嶋

麿
女

弘
仁
九
十
一
十
「
四
」
薨
六
十

四

〔
イ
わ
或
ま
〕
四
十
五

從
三
位

塩
麿

母
正
四
下
伴
道
足
女



【
參
考
】

〔
正
倉
院
寶
物
〕
北
倉
一
七
〇

○
出
入
帳
（『
大
日
本
古
』
四

－

198
）

寶
龜
九
年
五
月
十
八
日
下
琵
琶
貳
面

止
螺
鈿
紫
檀
琵
琶
一
面
緑
地
晝
桿
撥
納
紫
綾
袋
淺
緑
臈
纈
裏
紅
撥
鏤
撥

紫
檀
琵
琶
一
面
緑
地
晝
桿
撥
納
紫
綾
袋
緋
綾
裏

右
。
獻
内
裏
如
件
「
(別
筆
)

十
年
十
二
月
六
日
返
上
已
了

使
從
四
位
上
行
右
衞
士
督
兼
常
陸
守
藤
原
朝
臣
小
黒
麿
」

右
衞
士
督
兼
常
陸
守
藤
原
朝

臣
小
黒
麿

使
從
四
位
上
行
右
衞
士
督
兼
常
陸
守
藤
原
朝
臣
小
黒
麻
呂

右
少
弁
從
五
位
下
守
紀
朝
臣

古

佐

美

造
寺
司
大
判
官
正
六
位
上
山
口
忌
寸

嶋

足

少
判
官
正
六
位
上
柿
本
朝
臣

猪

養

少
判
官
正
六
位
上
勲
十
一
䒭
高
松
連
内
弓

主
典
從
六
位
下
勲
十
一
䒭
大
和
連
虫
麻
呂

○
正
倉
院
検
校
使
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
十
年
十
二
月
六
日
（『
大
日
本
古
』
四

－

199
）
條
に
見
ゆ
。
尚
、
正
倉
院
文
書
に
は
、
寶
龜
九
年
・
十
年
の

小
黑
麿
を
「
右
衞
士
督
兼
常
陸
守
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
八
年
十
月
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
七

－

476
）
條
の
「
參
議
」
は
誤
り
か
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
）
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散
位

從
四
上

道
継

母右
大
弁

宮
内
卿

參
議

從
四
上

道
雄

母
右
大
臣
魚
名
女

弘
仁
十
四
九
廿
卒

五
十
三

桓
武
天
皇
女
御

女
子

母

頭



〔
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
〕
○
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
○
村
山
龍
平

氏
所
蔵
文
書

桑
名
郡
多
度
寺
鎮
三
綱
謹
牒
上

神
宮
寺
伽
藍
縁
起
幷
資
財
帳

（
中
略
）

伊
勢
國
桑
名
郡
幡
桙
嶋
東
庄
墾
田
幷
田
代

始
自
一
條
辰
田
里
十
二
坪
幷
廿
五
町

始
自
同
條
二
土
入
里
一
坪
幷
卅
六
町

始
自
三
姫
嶋
里
一
坪
至
于
廿
坪
幷
廿
一
町

合
墾
田
幷
田
代
捌
拾
町
肆
段
參
伯
肆
拾
歩
大
納
言
正
三
位

藤
原
雄
黑
施
入

雄
黒
、
施
入
す

（
中
略
）延

曆
廿
年
十
一
月
三
日

願
主
沙
彌
「
法
教
」

鎭
修
行
住
位
僧
「
賢
中
」

知
事
修
行
入
位
僧
病

（
後
略
）

〔
類
聚
国
史
〕
卷
六
十
六

人
部

薨
卒
四
位

十弘
仁

二
年
三
月
庚
申
。（
中
略
）

十
三
年
二
月
丙廿

四

戌
。
散
位
從
四
位
下
藤
原
朝
臣
道
繼
卒
。
道
繼
者
。
從
五
位
下
鳥
養
之
孫
。
贈
從
二
位
大
納
言
小
黑
麻
呂
之
第
二
子
也

道
繼
は
小
黑
麻
呂
の
第
二
子

。

才
能
不
レ

聞
。
武
藝
小
得
。
好
二

酒
及
鷹
一。
老
而
彌
篤
。
時
年
六
十
七
。

〔
文
徳
天
皇
實
錄
〕
卷
九

天
安
元
年
四
月
條

甲七

戌
。
无
品
滋
野
内
親
王
薨
。
親
王
者
。
桓
武
天
皇
第
七
女
也
。
母
大
納
言
正
三
位
勳
四
等
藤
原
朝
臣
小
黑
麻
呂
之
女

桓
武
天
皇
第
七
女
滋
野
内
親

王
の
母
は
小
黑
麻
呂
の
女

。
正
五
位
下
上
子

也
。
親
王
容
色
妖
艶
。
不
レ

免
二

淇
上
之
譏
一。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）
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○
そ
の
他
、
押
勝
の
亂
の
功
に
よ
り
從
五
位
下
を
加
へ
賜
ひ
し
と
天
平
寶
字
八
年
十
月
七
日
（『
續
紀
史
料
』
十
三

－

154
）
條
、
伊
勢
守
に
任
ぜ
ら
れ

し
こ
と
同
八
年
十
月
二
十
日
（『
續
紀
史
料
』
十
三

－

170
）
條
、
紀
伊
行
幸
の
御
後
次
第
司
次
官
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
天
平
神
護
元
年
十
月
十
三
日

（『
續
紀
史
料
』
十
三

－

347
）
條
、
式
部
の
少
輔
に
任
じ
ら
れ
し
こ
と
神
護
景
雲
元
年
三
月
二
十
日
（『
續
紀
史
料
』
十
四

－

330
）
條
、
安
藝
守
に
任

ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
二
年
二
月
十
八
日
（『
續
紀
史
料
』
十
五

－
17
）
條
、
從
五
位
上
を
授
け
ら
れ
し
こ
と
寶
龜
元
年
十
月
一
日
（『
續
紀
史
料
』

十
六

－

11
）
條
、
他
戸
新
王
を
皇
太
子
と
し
、
併
せ
て
小
黑
麿
に
正
五
位
下
を
授
け
ら
れ
し
こ
と
同
二
年
正
月
二
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
六

－

68
）
條
、
中
衞
少
將
に
し
て
美
濃
守
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
二
年
閏
三
月
一
日
（『
續
紀
史
料
』
十
六

－

133
）
條
、
上
野
守
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同

二
年
五
月
十
四
日
（『
續
紀
史
料
』
十
六

－

154
）
條
、
從
四
位
下
を
授
け
ら
れ
し
こ
と
同
四
年
十
月
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
六

－

703
）
條
、
右
衞

士
督
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
七
年
三
月
六
日
（『
續
紀
史
料
』
十
七

－

328
）
條
、
正
倉
院
へ
勑
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
し
こ
と
同
七
年
九
月
二
十
一
日

（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

116
）
條
、
出
雲
守
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
八
年
三
月
二
十
九
日
（『
續
紀
史
料
』
十
七

－

417
）
參
議
右
衞
士
督
に
し
て
常
陸

守
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
八
年
十
月
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
七

－

476
）
條
、
從
四
位
上
を
授
け
ら
れ
し
こ
と
同
九
年
正
月
十
六
日
（『
續
紀
史
料
』

十
八

－

6
）
條
、
參
議
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
十
年
十
二
月
三
十
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

260
）
條
、
正
四
位
上
を
授
け
、
持
節
征
東
大
使
に
任

ず
る
こ
と
同
十
一
年
九
月
二
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

353
）
條
、
參
議
正
四
位
下
に
し
て
陸
奧
按
察
使
に
任
ぜ
ら
れ
、
右
衞
士
督
・
常
陸
守

も
と
の
如
き
こ
と
天
應
元
年
正
月
十
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

500
）
條
、
參
議
陸
奧
按
察
使
に
し
て
兵
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
元
年
五
月
七

日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

543
）
條
、
參
議
持
節
征
東
大
使
兵
部
卿
正
四
位
下
兼
陸
奧
按
察
使
常
陸
守
小
黑
麿
ら
に
勑
す
る
こ
と
同
元
年
六
月
一
日

（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

556
）
條
、
民
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ
陸
奧
按
察
使
も
と
の
如
き
こ
と
同
元
年
七
月
十
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

587
）
條
、
征
伐

の
事
畢
り
て
入
朝
し
、
特
に
正
三
位
を
授
け
ら
れ
し
こ
と
同
元
年
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

594
）
條
、
光
仁
天
皇
の
崩
御
に
さ
い
し
、
御
裝
束
司
に

任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
元
年
十
二
月
二
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
八

－

641
）
條
、
誄
人
を
率
ゐ
て
誄
を
奉
り
し
こ
と
延
曆
元
年
正
月
六
日
（『
續
紀

史
料
』
十
九

－

1
）
條
、
民
部
卿
正
三
位
に
し
て
陸
奧
按
察
使
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
元
年
二
月
七
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

20
）
條
、
參
議
民

部
卿
正
三
位
に
し
て
左
京
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
二
年
七
月
二
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

175
）
條
、
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
三

年
正
月
十
六
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

218
）
條
、
種
繼
ら
と
と
も
に
遷
都
が
た
め
の
地
を
相
さ
し
む
こ
と
同
三
年
五
月
十
六
日
（『
續
紀
史
料
』

十
九

－

245
）
條
、
中
納
言
正
三
位
に
し
て
中
務
卿
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
四
年
七
月
六
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

367
）
條
、
廢
太
子
を
告
げ
ん
が

た
め
に
、
笠
王
と
と
も
に
山
科
山
陵
に
遣
は
さ
れ
し
こ
と
同
四
年
十
月
八
日
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

445
）
條
、
中
納
言
正
三
位
に
し
て
美
作
守
に

任
ぜ
ら
れ
中
務
卿
も
と
の
如
き
こ
と
同
六
年
二
月
五
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

92
）
條
、
夫
人
藤
原
朝
臣
旅
子
の
喪
事
を
監
護
す
る
こ
と
同
七
年

五
月
四
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

199
）
條
、
中
納
言
正
三
位
に
し
て
皇
后
宮
大
夫
に
任
ぜ
ら
れ
中
務
卿
・
美
作
守
も
と
の
如
き
こ
と
同
七
年
七
月

二
十
五
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

216
）
條
、
征
東
將
軍
ら
逗
留
し
て
敗
軍
せ
し
状
を
勘
問
せ
し
め
ん
が
た
め
に
太
政
官
曹
司
に
遣
は
せ
し
こ
と
同

八
年
九
月
十
九
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

352
）
條
、
中
宮
高
野
新
笠
の
崩
御
に
際
し
、
壹
志
濃
王
ら
と
と
も
に
山
作
司
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
八

年
十
二
月
二
十
九
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

378
）
條
、
誄
人
を
率
ゐ
て
誄
を
奉
り
し
こ
と
同
九
年
正
月
十
四
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

394
）
條
、

繼
縄
ら
と
と
も
に
周
忌
御
齋
會
司
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
月
二
十
六
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

397
）
條
、
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
九
年
二

月
二
十
七
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

409
）
條
、
皇
后
乙
牟
漏
の
崩
御
に
さ
い
し
、
壹
志
濃
王
ら
と
と
も
に
山
作
司
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
同
九
年
閏

三
月
十
一
日
（『
續
紀
史
料
』
二
十

－

430
）
條
、
奉
献
せ
し
こ
と
同
十
一
年
正
月
二
十
八
日
（『
紀
要
』
三

－

78
）
條
、
遷
都
の
た
め
の
地
を
相
さ

し
め
ん
が
た
め
に
、
紀
古
佐
美
ら
と
と
も
に
山
背
國
葛
野
郡
宇
太
村
に
遣
は
さ
れ
し
こ
と
同
十
二
年
正
月
十
五
日
（『
紀
要
』
四

－

59
）
條
、
奉
献

せ
し
こ
と
同
月
二
十
七
日
（『
紀
要
』
四

－

62
）
條
、
正
倉
院
の
雜
薬
を
給
せ
ら
れ
し
こ
と
本
年
四
月
是
月
雜
載
條
參
照
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
五
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
）
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■

九
日
（
己
卯
）
新
京
家
を
作
ら
ん
が
た
め
、
百
濟
王
明
信
ら
に
、
山
背
・
河
内
・
攝
津
・
播
磨
等
の
國
稻
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

賞
宴
下

賞
賜

十
三
年
七
月
己
卯
。
以
二

山
背
。
河
内
。
攝
津
。
播
磨
等
國
稻
一
万
一
千
束
一。
賜
二

從
三
位
百
濟
王
明
信
。
從
四
位
上
五
百
井
女
王
。
從
五

位
上
置
始
女
王
。
從
四
位
上
和
氣
朝
臣
廣
虫
。
因
幡
國
造
淨
成
女
等
十
五
人
一。
爲
レ

作
二

新
京
家
一

也
。

■

十
日
（
庚
辰
）
宮
中
と
京
畿
の
官
舎
・
人
家
震
ふ
。
或
ひ
は
震
死
者
有
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

庚
辰
。
震
二

于
宮
中
𧌿
京
畿
官
舎
及
人
家
一。
或
有
二

震
死
者
一。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）
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八
月
大

盡

辛
丑
朔

■

五
日
（
乙
巳
）
安
房
國
疫
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七
十
三

災
異
七

疾
疫

十
三
年
八
月
乙
巳
。
安
房
國
疫
。

■

十
日
（
庚
戌
）
大
原
野
に
遊
獵
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

庚
戌
。
遊
二

獵
于
大
原
野
一。

■

十
三
日
（
癸
丑
）
藤
原
繼
繩
ら
勅
を
奉
り
て
國
史
を
修
す
こ
と
成
る
。
闕
に
詣
で
て
排
表
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
四
十
七

文
部
下

國
史

續
日
本
紀

桓
武
天
皇
延
曆
十
三
年
八
月
癸
丑
。
右
大
臣
從
二
位
兼
行
皇
太
子
傅
中
衞
大
將
藤
原
朝
臣
繼
繩
等
奉
レ

勑
修
二

國
史
一

成
。
詣
レ

闕
拜
表

曰
。
臣
聞
。
黄
軒
御
レ

曆
。
沮
誦
攝
二

其
史
官
一。
有
周
闢
レ

基
。
伯
陽
司
二

其
筆
削
一。
故
墳
典
斯
闡
。
歩
驟
之
蹤
可
レ

尋
。
載
籍
聿
興
。
勸
沮

之
議
允
備
。
曁
下

乎
班
馬
迭
起
述
二

實
録
於
西
京
一。
范
謝
分
レ

門
。
騁
中

直
詞
於
東
漢
上。
莫
レ

不
下

表
レ

言
旌
レ

事
。
播
二

百
王
之
通
猷
一。
昭
レ

徳

塞
レ

違
。
垂
中

千
祀
之
烱
光
上。
史
籍
之
用
。
蓋
大
矣
哉
。
伏
惟
聖
朝
。
求
レ

道
纂
レ

極
。
貫
二

三
才
一

而
君
臨
。
就
レ

日
均
レ

明
。
掩
二

八
州
一

而
光

宅
。
遠
安
邇
樂
。
文
軌
所
以
大
同
。
歲
稔
時
和
。
幽
顯
於
レ

焉
禔
福
。
可
レ

謂
英
聲
冠
二

於
胥
陸
一。
懿
徳
跨
二

於
勛
華
一

者
焉
。
而
屓
扆
高
居
。

凝
レ

旒
廣
慮
。
修
二

國
史
之
墜
業
一。
補
二

帝
典
之
缺
文
一。
爰
命
三

臣
與
二

正
五
位
上
行
民
部
大
輔
兼
皇
太
子
學
士
左
兵
衞
佐
伊
豫
守
臣
菅
野
朝

臣
眞
道
。
少
納
言
從
五
位
下
兼
侍
從
守
右
兵
衞
佐
行
丹
波
介
臣
秋
篠
朝
臣
安
人
等
一。
銓
二

次
其
事
一。
以
繼
二

先
典
一。
若
夫
襲
山
肇
レ

基
以
降
。

淨
原
御
寓
之
前
。
神
代
草
昧
之
功
。
往
帝
庇
民
之
略
。
前
史
所
レ

著
。
粲
然
可
レ

知
。
降
レ

自
二

文
武
天
皇
一。
訖
二

于
聖
武
皇
帝
一。
記
注

不
レ

昧
。
餘
烈
存
焉
。
但
起
レ

自
二

寳
字
一。
至
二

于
寳
龜
一。
廢
帝
受
禪
。
𦨪
二

遺
風
於
簡
策
一。
南
朝
登
祚
。
闕
二

茂
實
於
洛
誦
一。
是
以
故
中
納
言

從
三
位
兼
行
兵
部
卿
石
川
朝
臣
名
足
。
主
計
頭
從
五
位
下
上
毛
野
公
大
川
等
。
奉
レ

詔
編
緝
。
合
成
二

廿
卷
一。
唯
存
二

案
牘
一。
類
無
二

綱
紀
一。
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臣
等
更
奉
二

天
勑
一。
重
以
討
論
。
芟
二

其
蕪
穢
一。
以
撮
二

機
要
一。
摭
二

其
遺
逸
一。
以
補
二

闕
漏
一。
刊
二

彼
此
之
枝
梧
一。
矯
二

首
尾
之
差
違
一。
至

レ

如
二

時
節
恒
事
一。
各
有
司
存
。
一
切
詔
詞
。
非
レ

可
レ

爲
レ

訓
。
觸
レ

類
而
長
。
其
例
已
多
。
今
之
所
レ

修
。
並
所
レ

不
レ

取
。
若
其
蕃
國
入
朝
。

非
常
制
勑
。
語
關
二

聲
教
一。
理
皈
二

勸
懲
一。
摠
而
書
レ

之
。
以
備
二

故
實
一。
勒
成
二

一
十
四
卷
一。
繋
二

於
前
史
之
末
一。
其
目
如
レ

左
。
臣
等
學
謝
二

研
精
一。
詞
慙
二

質
辨
一。
奉
レ

詔
淹
レ

歲
。
伏
深
戰
兢
。
有
レ

勑
藏
二

于
秘
府
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

八
月
癸
丑
。
右
大
臣
兼
皇
太
子
傅
中
衞
大
將
藤
原
繼
繩
等
奉
レ

勅
修
二

國
史
一

成
。
詣
レ

闕
拜
表
曰
。
云
々
。

〇
こ
の
時
撰
進
せ
ら
れ
し
國
史
は
、
現
行
『
續
日
本
紀
』
の
卷
二
十
一
（
天
平
宝
字
二
年
八
月
）
よ
り
卷
三
十
四
（
寳
龜
八
年
十
二
月
）
に
至
る

十
四
卷
と
思
は
れ
、
六
卷
を
追
加
し
て
後
半
を
二
十
卷
と
し
、
前
半
二
十
卷
を
合
わ
せ
て
撰
上
せ
し
こ
と
延
曆
十
六
年
二
月
十
三
日
條
參
照
。

■

十
六
日
（
丙
辰
）
大
原
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

丙
辰
。
遊
二

獵
于
大
原
野
一。

■

是

月

雜
載

〔
興
福
寺
官
務
牒
疏
〕

普
賢
寺
。
在
二

同
州
綴
喜
郡
筒
城
鄕
朱
智
長
岡
莊
一。（
中
略
）
延
曆
十
三
年
八
月
十
三
日
始
炎
上

綴
喜
郡
の
普
賢
寺
炎
上
す

。
天
台
延
曆
義
眞
再
起
。
至
二

中
程
一

入
寂
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）
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九
月
小

盡

辛
未
朔

■

一
日
（
辛
未
）
地
震
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七
十
一

災
異
五

地
震

九
月
辛
未
朔
。
地
震
。

■

二
日
（
壬
申
）
地
震
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七
十
一

災
異
五

地
震

壬
申
。
地
震
。

■

三
日
（
癸
酉
）
仁
王
經
を
講
ず
る
に
よ
り
、
諸
國
に
三
日
の
内
殺
生
を
禁
斷
せ
し
む
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七
十
七

佛
道
四

仁
王
會

桓
武
天
皇
延
曆
十
三
年
九
月
癸
酉
。
令
下
二

天
下
諸
國
一

三
日
之
内
禁
中

斷
殺
生
上。
以
レ

講
二

仁
王
經
一

也
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

九
月
癸
酉
。
令
下
二

天
下
諸
國
一

三
日
之
内
。
禁
中

斷
殺
生
上。
以
レ

講
二

仁
王
經
一

也
。

■

十
五
日
（
乙
酉
）
任
官
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

乙
酉
。
任
官
。
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■

二
十
二
日
（
壬
辰
）
交
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

九
月
壬
辰
。
遊
二

獵
于
交
野
一。

■

二
十
八
日
（
戊
戌
）
新
都
に
遷
る
及
び
蝦
夷
を
征
せ
ん
と
欲
す
る
に
よ
り
、
諸
國
名
神
に
幣
帛
を
奉
る
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

戊
戌
。
奉
二

幣
帛
於
諸
國
名
神
一。
以
下

遷
二

于
新
都
一

及
欲
𦌨

征
二

蝦
夷
一

也
。

○
蝦
夷
を
征
せ
ん
が
た
め
に
伊
勢
太
神
宮
に
奉
幣
せ
し
こ
と
本
年
正
月
十
七
日
條
參
照
。

■

二
十
九
日
（
己
亥
）
百
の
法
師
を
請
ひ
て
、
仁
王
經
を
新
宮
に
講
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七
十
七

佛
道
四

仁
王
會

己
亥
。
請
二

百
法
師
一。
講
二

仁
王
經
於
新
宮
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

己
亥
。
請
二

百
法
師
一。
講
二

仁
王
經
於
新
宮
一。

■

是

月

雜
載

〔
山
家
最
略
記
〕

一
傳
教
大
師
以
二

止
觀
院
本
尊
一

稱
二

三
藐
三
菩
提
佛
一

事
（
中
略
）

口
決
云

口
決
云

。
件
御
祈
願
。
延
曆
十
三
年
九
月
三
日
中
堂
供
養
。
自
二

同
日
一

初
夜
七
日
御
二

參
籠
中
堂
一。
結
願
之
時
祈
願
之
文
也
。
世
流
布
詠

云
。
吾
立
杣
云
云
。
杣
文
字
者
。
弘
仁
十
四
年
。
修
理
筆
師
山
田
福
吉
所
レ

進
字
也
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）
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十
月
大

盡

庚
子
朔

■

五
日
（
甲
辰
）
新
京
に
幸
せ
ん
と
す
る
に
よ
り
裝
束
司
・
次
第
司
を
任
ず
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

十
月
甲
辰
。
任
二

裝
束
司
次
第
司
一。
以
レ

將
レ

幸
二

新
京
一

也
。

○
裝
束
司
・
次
第
司
に
つ
い
て
は
『
延
喜
式
』
卷
十
一
、
太
政
官
、
行
幸
條
參
照
。

■

十
日
（
己
酉
）
勅
し
て
、
有
位
の
人
は
本
位
の
上
に
本
第
の
階
を
計
へ
て
更
に
加
敍
し
た
ま
ふ
。

〔
令
集
解
〕
卷
第
十
七

選
敍
令

秀
才
出
身
條

有
位
之
人
。
於
二

本
位
上
一。
計
二

本
第
階
一

更
加
叙
之
。
一
依
二

去
延
暦
十
三
年
十
月
十
一
日
格
一。

延
暦
十
三
年
十
月
十
一
日
官
符
云
。
應
下

出
身
得
第
。
本
位
上
加
二

本
第
一

叙
上

事
。

〔
弘
仁
格
抄
〕
上

格
卷
二

應
下

出
身
得
第
本
位
上
加
二

本
第
一

叙
上

事

延
曆
十
三
年
十
月
十
日

【
參
考
】

〔
令
義
解
〕
卷
第
四

選
敍
令

秀
才
出
身
條

凡
秀
才
出
身
。
上
上
第
正
八
位
上
。
上
中
正
八
位
下
。
明
経
上
上
第
正
八
位
下
。
上
中
従
八
位
上
。
進
士
甲
第
従
八
位
下
。
乙
第
及
明
法

甲
第
大
初
位
上
。
乙
第
大
初
位
下
。
其
秀
才
明
経
得
二

上
中
以
上
一。
有
三

蔭
及
孝
悌
被
二

表
顕
一

者
。
加
二

本
蔭
本
第
一
階
一

叙
。（
注
文
略
）
其

明
経
。
通
二

二
経
一

以
外
。
毎
二

一
経
一

通
加
二

一
等
一。（
注
文
略
）
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〔
令
集
解
〕
卷
第
十
七

選
敍
令

秀
才
出
身
條

宝
亀
二
年
閏
三
月
十
五
日
勅
。
自
今
之
後
。
有
位
見
レ

試
以
及
第
者
。
同
階
以
上
加
二

一
等
一

叙
之
。

■

十
一
日
（
庚
戌
）
越
前
國
の
人
船
木
安
麻
呂
、
志
を
遂
げ
ず
に
亡
せ
し
父
に
か
は
り
造
宮
料
に
供
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

冬
十
月
庚
戌
。
越
前
國
人
船
木
直
安
麻
呂
言
。
父
外
從
五
位
下
馬
養
爲
レ

供
二

公
事
一。
収
二

米
一
千
斛
一。

公
事
に
供
さ
ん
が
爲
に
米
一

千
斛
を
収
む

而
未
レ

遂
二

其
志
一。
不
幸
早
亡
。
伏

望
所
レ

収
之
物
。
供
二

造
宮
料
一。
亡
父
之
情
。
泉
壤
有
レ

悦
。
許
レ

之
。

■

十
三
日
（
壬
子
）
交
野
に
遊
獵
し
た
ま
ひ
、
百
濟
王
ら
に
物
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

十
月
壬
子
。
遊
二

獵
於
交
野
一。
賜
二

百
濟
王
等
物
一。

■

二
十
二
日
（
辛
酉
）
車
駕
、
新
京
に
遷
る
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

辛
酉
。
車
駕
遷
二

于
新
京
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

辛
酉
。
車
駕
遷
二

于
新
京
一。

〔
鴨
脚
秀
文
文
書
〕

延
曆
十
三
年
甲
戌
十
月
辛
酉
。
遷
二

新
都
一。
下
レ

詔
号
二

平
安
京
一

者
。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
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所
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〔
拾
芥
抄
〕
宮
城
部

同
十
三
年
冬
十
月
廿
三

（
マ
マ
）

日
。
天
皇
自
二

南
京
一。
遷
二

北
京
一。

〔
元
亨
釈
書
〕
卷
第
二
十
三

資
治
表
四

桓
武

十
有
三
年
。
春
。
夏
。
秋
。
冬
十
月
辛
酉
。
遷
二

都
山
州
平
安
城
一。

延
曆
十
三
年
。
十
月
遷
都
。
二
十
一
也
。

○
小
黑
麿
ら
に
遷
都
が
た
め
の
地
を
相
さ
し
む
こ
と
延
曆
十
二
年
正
月
十
五
日
（『
紀
要
』
四

－

59
）
條
、
遷
都
を
賀
茂
大
神
に
告
げ
し
め
し
こ
と
同

年
二
月
二
日
（『
紀
要
』
四

－
63
）
條
、
新
京
を
巡
覽
し
た
ま
ふ
こ
と
同
年
三
月
一
日
（『
紀
要
』
四

－

71
）
條
、
遷
都
の
由
を
山
陵
に
告
ぐ
る
こ

と
同
年
三
月
二
十
五
日
（『
紀
要
』
四

－

74
）
條
、
新
宮
の
諸
門
を
造
ら
し
め
し
こ
と
同
年
六
月
二
十
三
日
（『
紀
要
』
四

－

102
）
條
、
東
西
の
市

を
新
京
に
遷
せ
し
こ
と
延
曆
十
三
年
七
月
一
日
條
參
照
。

■

二
十
五
日
（
甲
子
）
造
宮
使
・
山
背
國
奉
獻
し
、
五
位
已
上
に
衣
被
・
笠
・
産
業
の
器
物
を
賜
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

甲
子
。
造
宮
使
及
山
背
國
奉
獻
。
賜
二

五
位
已
上
衣
被
并
笠
及
産
業
器
物
一。
詔
曰
云
々
。
事
具
二

京

都
部
一。

■

二
十
六
日
（
乙
丑
）
近
江
國
、
物
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

乙
丑
。
近
江
國
獻
レ

物
。

■

二
十
七
日
（
丙
寅
）
攝
津
・
河
内
二
國
、
物
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

丙
寅
。
攝
津
河
内
二
國
獻
レ

物
。
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■

二
十
八
日
（
丁
卯
）
征
夷
將
軍
大
伴
弟
麿
奏
上
し
て
、
首
四
百
五
十
七
級
を
斬
り
、
百
五
十
人
を
捕
虜
と
し
馬
八
十
五

疋
を
獲
り
、
七
十
五
處
を
焼
落
す
と
い
ふ
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丁
卯
。
征
夷
將
軍
大
伴
弟
麿
奏
。
斬
二

首
四
百
五
十
七
級
一。
捕
二

虜
百
五
十
人
一。
獲
二

馬
八
十
五
疋
一。
燒
二

落
七
十
五
處
一。

○
弟
麿
に
節
刀
を
賜
ひ
し
こ
と
正
月
元
日
條
、
副
將
軍
坂
上
田
村
麻
呂
ら
が
蝦
夷
を
征
つ
こ
と
同
年
六
月
十
三
日
條
參
照
。
尚
、
弘
仁
二
年
五
月

十
九
日
條
に
本
年
の
征
討
軍
の
編
成
の
こ
と
見
ゆ
。

■

近
郡
な
る
を
以
て
松
尾
神
に
階
を
加
ふ
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丁
卯
。（
中
略
）
鴨
。
松
尾
神
加
レ

階
。
以
二

近
郡
一

也
。

■

位
を
授
く
る
こ
と
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丁
卯
。（
中
略
）
授
位
。○

藤
原
繼
縄
・
紀
古
佐
美
・
壹
志
濃
王
・
神
王
・
大
中
臣
諸
魚
ら
が
授
位
せ
ら
れ
し
こ
と
本
年
是
歲
雜
載
條
所
引
の
『
公
卿
補
任
』
參
照
。
な
ほ
、『
公

卿
補
任
』
は
授
位
を
二
十
七
日
の
こ
と
と
す
。

■

任
官
あ
り
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丁
卯
。（
中
略
）
任
官
。○

古
佐
見
・
神
王
・
壹
志
濃
王
が
中
納
言
、
藤
原
内
麿
・
眞
友
・
乙
叡
が
參
議
に
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
本
年
是
歲
雜
載
條
所
引
の
『
公
卿
補
任
』
參
照
。

な
ほ
、『
公
卿
補
任
』
は
任
官
を
二
十
七
日
の
こ
と
と
す
。

日
本
後
紀
史
料
（
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■

都
を
遷
し
て
詔
し
た
ま
ふ
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丁
卯
。（
中
略
）
遷
レ

都
。
詔
曰
。
云
々
。
葛
野
乃
大
宮
地
者
。
山
川
毛
麗
久
四
方
國
乃
百
姓
乃
參
出
來
事
毛
便
之
弖
云
々
。

■

詔
し
て
、
愛
宕
・
葛
野
二
郡
の
今
年
の
田
租
を
免
じ
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
八
十
三

政
理
五

免
租
税

十
三
年
冬
十
月
丁
卯
。
詔
曰
云
々
。
又
愛
宕
葛
野
二
郡
乃
今
年
田
租
免
賜
布止
宣
布
勑
命
乎
衆
聞
食
止
宣
。
事
具
二

京

都
部
一。

■

三
十
日
（
己
巳
）
和
泉
國
、
物
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

己
巳
。
和
泉
國
獻
レ

物
。
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十
一
月
大

盡

庚
午
朔

■

二
日
（
辛
未
）
北
岡
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

十
一
月
辛
未
。
遊
二

獵
於
北
岡
一。

■

七
日
（
丙
子
）
詔
し
て
、
大
學
寮
田
二
十
町
に
越
前
國
水
田
一
百
二
町
を
加
へ
、
勸
學
田
と
名
づ
け
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
百
七

職
官
十
二

大
學
寮

桓
武
天
皇
延
曆
十
三
年
十
一
月
丙
子
。
詔
曰
云
々
。
其
去
天
平
寳
字
元
年
所
レ

置
大
學
寮
田

天
平
寳
字
元
年
に
大
學
寮
田

を
置
く

二
十
町
。
生
徒
稍
衆
。
不
レ

足
レ

供
レ

費
。
冝
三

更
加
二

越
前
國
水
田
一
百
二
町
一。
通
レ

前
一
百
二
十
餘
町
。
名
曰
二

勸
學
田
一

云
々
。
事
具
二

勸

學
田
部
一。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

十
一
月
丙
子
。
詔
曰
。
古
之
王
者
。
教
學
爲
レ

先
云
々
。
去
天
平
寳
字
元
年
所
レ

置
大
學
寮
田
廿
町
。
生
徒
稍
衆
。
不
レ

足
レ

供
レ

費
。
宜
三

更

加
二

置
越
前
國
水
田
一
百
二
町
一。
通
レ

前
一
百
廿
餘
町
。
名
曰
二

勸
學
田
一

云
々
。

〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
十
五

諸
司
田
事

越
前
國
水
田

コ
ナ
ダ

一
百
二
町
五
段
百
六
十
九
歩

勑
。
古
之
王
者
教
學
爲
レ

先
。
訓
レ

世
垂
レ

風
莫
レ

不
レ

由
レ

此
。
朕
留
二

心
膠
序
一。
屬
二

想
儒
宗
一。
修
二

鄒
魯
之
前
蹤
一。
弘
二

洙
泗
之
往
烈
一。
而
經

藉
之
道
于
レ

今
未
レ

隆
。
好
學
之
徒
無
レ

聞
焉
。
今
盖
簟
食
瓢
飮
非
二

性
所
𩘿

安
。
皷
篋
橫
經
中
途
而
止
。
永
言
二

其
弊
一。
情
深
二

興
復
一。
其
去

天
平
寶
字
元
年
所
レ

置
大
學
寮
田
卅
町
。
生
徒
稍
衆
不
レ

足
レ

供
レ

費
。
冝
下

更
加
二

置
前
件
水
田
一

通
レ

前
一
百
卅
餘
町
。
名
曰
二

歡
學
田
一。
贍
二

給
生
徒
一。
令
𦌨

遂
二

其
業
一。
庶
崑
墟
之
璞
藉

ア
ラ
タ
マ
ヨ
リ
テ

二

瑑
磨
一

而
騰
レ

輝
。
稽
峯
之
箭
資
二

括
羽
一

而
増
レ

美
。
然
後
採
二

擇
英
髦
一

用
ト
リ
モ
チ

二

秉ヒ
ン

庶
績
一。
論
二

其
弘
益
一

豈
不
レ

大
哉
。
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延
曆
十
三
年
十
一
月
七
日

類
聚
國
史
第
百
七

〔
弘
仁
格
抄
〕
下

格
卷
第
七

勅

延
曆
十
三
年
十
一
月
七
日

○
大
學
寮
を
は
じ
め
諸
司
に
公
廨
田
を
置
き
、
諸
生
の
供
給
に
用
ひ
し
こ
と
天
平
寶
字
元
年
八
月
二
十
三
日
（『
續
紀
史
料
』
十
下

－

170
）
條
參
照
。

な
ほ
、
勸
學
田
の
変
遷
に
つ
い
て
も
、
同
條
掲
出
の
參
考
文
獻
と
注
文
を
參
照
の
こ
と
。

■

八
日
（
丁
丑
）
詔
し
て
、
山
背
國
を
改
め
て
山
城
國
と
爲
し
た
ま
ふ
。
ま
た
、
平
安
京
と
號
け
、
近
江
國
滋
賀
郡
古
津

を
大
津
と
稱
す
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

丁
丑
。
詔
。
云
々
。
山
勢
實
合
二

前
聞
一。
云
々
。
此
國
山
河
襟
帶
。
自
然
作
レ

城
。
因
二

斯
形
勝
一。
可
レ

制
二

新
號
一。
宜
下

改
二

山
背
國
一。
爲
中

山

城
國
上。
又
子
來
之
民
。
謳
歌
之
輩
。
異
口
同
辭
。
號
曰
二

平
安
京
一。
又
近
江
國
滋
賀
郡
古
津
者
。
先
帝
舊
都
。
今
接
二

輦
下
一。
可
下

追
二

昔

號
一

改
稱
中

大
津
上。
云
々
。

■

九
日
（
戊
寅
）
康
樂
岡
を
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

戊
寅
。
遊
二

獵
於
康
樂
岡
一。

■

十
日
（
己
卯
）
伊
勢
・
美
作
両
國
、
物
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

十
一
月
己
卯
。
伊
勢
美
作
兩
國
獻
レ

物
。
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■

十
七
日
（
丙
戌
）
美
濃
但
馬
二
國
、
物
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

丙
戌
。
美
濃
但
馬
二
國
獻
レ

物
。

■

二
十
六
日
（
乙
未
）
左
京
の
人
海
上
眞
直
、
下
獄
し
て
死
す
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
八
十
七

刑
法
一

斷
罪

十
三
年
十
一
月
乙
未
。
左
京
人
海
上
眞
人
眞
直
下
レ

獄
死
。
眞
直
。
故
大
宰
少
貮
從
五
位
上
三
狩
之
男
。
以
二

宿
怨
一

殺
二

父
妾
婢
一
人
一。

大
宰
少
貮
從
五
位
上
三
狩

の
男

宿
怨

父
妾
婢
を
殺
す

■

二
十
九
日
（
戊
戌
）
播
磨
國
、
物
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

戊
戌
。
播
磨
國
獻
レ

物
。

日
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紀
史
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十
二
月
大

盡

庚
子
朔

■

二
日
（
辛
丑
）
齋
宮
寮
、
物
を
獻
じ
、
曲
宴
し
て
助
三
嶋
年
繼
ら
に
位
を
授
く
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
宴
・
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

十
二
月
辛
丑
。
齋
宮
寮
獻
レ

物
。
曲
宴
。
助
正
六
位
上
三
嶋
眞
人
年
繼
。
齋
内
親
王
乳
母
无
位
朝
原
忌
寸
大
刀
自
授
二

從
五
位
下
一。

十
二
月
辛
丑
。
齋
宮
寮
獻
レ

物
。
曲
宴
云
々
。
事
具
二

京

都
部
一。

■

七
日
（
丙
午
）
越
前
國
物
を
獻
ず
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
七
十
八

奉
獻

獻
物

丙
午
。
越
前
國
獻
レ

物
。

■

十
一
日
（
庚
戌
）
山
城
國
の
乙
訓
社
の
佛
像
を
大
原
寺
に
遷
し
置
く
。

〔
日
本
紀
略
〕
前
篇
十
三

十
二
月
庚
戌
。
遷
二

置
山
城
國
乙
訓
社
佛
像
於
大
原
寺
一。
初
西
山
採
レ

薪
人
休
二

息
此
社
一。
便
刻
レ

木
成
二

佛
像
一。
稱
レ

有
二

神
驗
一。

神
驗

衆
庶
會
集

驚
二

耳
目
一。
故
遷
。

■

十
七
日
（
丙
辰
）
大
原
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

十
二
月
丙
辰
。
遊
二

獵
於
大
原
野
一。

■

二
十
四
日
（
癸
亥
）
山
階
野
に
遊
獵
し
た
ま
ふ
。

〔
類
聚
國
史
〕
卷
第
三
十
二

帝
王
十
二

天
皇
遊
獵

癸
亥
。
遊
二

獵
于
山
階
野
一。
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是

歲

■

慈
覺
大
師
、
諱
圓
仁
誕
生
す
。

〔
慈
覺
大
師
傳
〕

慈
覺
大
師
。
諱
圓
仁
。
俗
姓
壬
生

俗
姓
は
壬
生
。
延
暦
十
三
年

生
誕

紫
雲
、
屋
上
を
覆
ふ

。
下
野
國
都
賀
郡
人
也
。
其
先
。
崇
神
天
皇
第
一
皇
子
豐
城
入
彦
。
隨
二

天
皇
勅
一。
行
治
二

東
國
一。

及
二

其
苗
裔
一。
遂
爲
二

郷
人
一

焉
。
延
暦
十
三
年
。
大
師
誕
生
。
是
日
。
紫
雲
覆
二

屋
上
一。
家
人
無
二

見
者
一。
時
同
郡
大
慈
寺
有
レ

僧
。
名
日
二

廣
智
一。
是
唐
僧
鍳
眞
和
尚
第
三
代
弟
子
也
。
徳
行
該
博
。
戒
定
具
足
。
虚
レ

己
レ

利
レ

他
。
國
人
號
二

廣
智
菩
薩
一。
廣
智
經
行
之
次
。
遙
望
二

紫
雲
一

謂
。
嘉
氣
非
レ

常
。
必
可
レ

有
二

所
應
一。
便
尋
二

雲
根
所
起
之
處
一。
是
檀
越
壬
生
氏
家
也
。
訪
二

問
之
一。
家
婦
産
レ

兒
。
廣
智
中
心
獨
悦
。

不
レ

告
二

其
祥
一。
乃
誠
二

其
父
母
一

日
。
兒
儻
無
レ

恙
。
必
當
レ

與
レ

我
。
爾
後
數
加
二

敎
誨
一。
苦
令
二

養
顧
一。

○
『
日
本
高
僧
傳
要
文
抄
』
卷
二
等
に
も
同
文
が
引
用
さ
れ
る
。

■

平
野
社
を
造
る
。

〔
一
代
要
記
〕

十
三
年
甲
戌
（
中
略
）
今
年
始
造
二

平
野
社
一。
見
レ

式
。

■

雜
載

〔
公
卿
補
任
〕

延
曆
桓
武

十
三
年
甲戌

右
大
臣

正
二
位

藤
繼
繩

中
衞
大
將
。
皇
太
子
傅
。
十
月
廿
七
日
叙
正
二
位
。

大
納
言

正
三
位

勲
二
等

同
小
黒
麿
六
十

二

中
務
卿
。
皇
后
宮
大
夫
。
七
月
一
日
薨
。
贈

從
二
位
。
勞
五
年
。
三
木
六
年
。
中
納
言
七

年
。
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本
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史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）

― 95―



中
納
言

正
三
位

紀
古
佐
美
六
十

二

十
月
廿
七
日
任
。
廿
八
日
正
三
位

元
三
木
春
宮
大
夫
左
大
辨
右
衞
門
督
但
馬

守
。

從
三
位

神
王
五
十

八

十
月
廿
七
日
任
（
元
三
木
）。
彈
正
尹
如
元
。
下

總
守
。
續
日
本
紀
云
。
十
二
年
授
從
三
位
。
拜
中

納
言
。

壹
志
濃
王
六
十

二

十
月
廿
七
日
任
（
元
三
木
）。
兼
治
部
卿
。

參

議

正
四
位
下

石
川
眞
守

太
宰
大
貮
。
正
月
正
四
下
。

從
四
位
上

大
中
臣
諸
魚

正
月
從
四
上
。
伯
。
大
將
。
式
部
大
輔
。

二
月
戊
辰
兵
部
卿
。
十
月
廿
七
日
正
四
下
。

藤
雄
友

大
藏
卿
。
左
衞
門
督
。
正
月
從
四
上
。

從
四
位
下

同
内
麿
三
十

九

十
月
廿
七
日
任
。
左
兵
衞
督
。
越
前
守
。
刑
部
卿

如
元
。

大
納
言
眞
楯
三
男
。
母
從
五
位
下
安
陪
帶
麿
女
。
勝
寳
七
年

丙
申
生
。

天
應
元
年
十
月
廿
三
日
從
五
下
（
廿
六
）。
二
年
閏
正
月
甲
子
甲
斐
守
。
延
曆
四
年

四
月
庚
午
左
衞
門
佐
。
八
月
七
日
從
五
上
。
同
月
丙
午
中
衞
少
將
。
十
月
甲
戌
兼

越
前
介
。
五
年
正
月
七
日
正
五
下
。
同
月
乙
卯
越
前
守
。
六
年
五
月
十
九
日
從
四

下
（
卅
二
）。
八
年
三
月
左
衞
士
督
（
守
如
元
）。
十
一
年
六
月
刑
部
卿
。
十
三
年
十

月
廿
七
日
任
三
木
。
兼
刑
部
卿
。

從
四
位
下

藤
眞
友
五
十

三

十
月
廿
七
日
任
。
右
京
大
夫
。
中
務
大
輔
如
元
。

右
大
臣
是
公
二
男
。
母
正
四
位
上
行
中
宮
大
夫
兼
侍
從
兵
衞
督

橘
朝
臣
佐
爲
四
女
。
尚
侍
從
三
位
麻
乙
朝
臣
。

寳
龜
十
一
年
正
月
七
日
從
五
下
（
卅
九
）。
三
月
壬
午
少
納
言
。
天
應
二
年
壬
正
月

甲
子
衞
士
佐
。
延
曆
三
年
四
月
丁
未
越
前
介
。
四
年
正
月
七
日
從
五
上
。
十
月
甲
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戌
下
總
守
。
六
年
正
月
壬
辰
正
五
下
。
三
月
丙
午
右
大
舎
人
頭
（
守
如
元
）。
七
年

二
月
丙
午
中
務
大
輔
。
十
年
正
月
戊
辰
叙
從
四
下
。
十
一
年
四
月
兼
右
京
大

夫
。
十
三
年
十
月
廿
七
日
任
參
木
。

從
四
位
下

藤
乙
叡
三
十

一

十
月
廿
七
日
任
。
兼
左
京
大
夫
。

右
大
臣
繼
繩
二
男
。
母
尚
侍
從
三
位
百
濟
王
明
信
。
勝
寳
七

年
丙
申
生
。

寳
龜
九
年
二
月
内
舎
人
。
延
曆
元
年
六
月
兵
部
少
丞
。
三
年
五
月
乙
丑
從
五
下
。

七
月
壬
午
侍
從
。
四
年
正
月
癸
亥
權
少
納
言
。
五
年
正
月
戊
戌
從
五
上
。
六
月
丁

卯
轉
少
納
言
。
六
年
三
月
丙
午
右
衞
士
佐
。
五
月
戊
申
中
衞
少
將
。
十
月
己
亥
正

五
下
。
七
年
二
月
甲
申
兼
下
總
守
。
八
年
十
一
月
大
藏
少
輔
。
九
年
三
月
丙
午
兼

信
乃
守
。
同
月
壬
戌
兵
部
大
輔
。
兼
衞
門
督
（
侍
從
守
如
元
）。
十
年
十
月
十
日
丁

酉
從
四
下
。
十
一
年
四
月
乙
巳
右
兵
衞
督
（
大
輔
侍
從
如
元
）。
延
曆
十
二
年
五
月

辛
巳
左
京
大
夫
。
十
三
年
十
月
廿
七
日
任
三
木
。

○
叙
位
・
任
官
の
こ
と
本
年
十
月
二
十
八
日
條
に
見
ゆ
。

〔
七
大
寺
年
表
〕

延
曆
十
三
年
甲
戌

同
帝

僧
正
善
珠

少
僧
都
行
賀
興
福
寺

別
當

少
僧
都
等
定

大
律
師
永
嚴

或
本
有
大
多
本
無

今
年
以
後
不
レ

見
。
法
相
宗
。

興
福
寺
。
玄
肪
良
辨
弟
子
。

中
律
師
善
榮
辭
歟

卒
歟

律
師
善
上

永

忠

善

藻

施

曉

善

謝

十
月
二
十
三
日
。
天
皇
自
南
考
南
下

恐
脱
京
移
二

北
京
一。
名
二

平
安
宮
一。

日
本
後
紀
史
料
（
稿
）

延
暦
十
三
年

（
史
料
編
纂
所
）
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〔
類
聚
三
代
格
〕
卷
二
十

斷
罪
贖
銅
事

太
政
官
符

応
四

捜
三

勘
言
二

上
飛
騨
工
一

事

右
検
二

案
内
一。
太
政
官
去
弘
仁
五
年
五
月
廿
一
日
下
二

左
右
京
五
畿
内
七
道
諸
國
符
一

偁
。
得
二

飛
騨
國
解
一

偁
。
貢
二

上
丁
匠
一。
毎
レ

年

有
レ

數
。
事
畢
之
日
。
規
二

避
課
役
一。
庸
二

作
他
鄕
一。
積
レ

年
忘
レ

歸
。
未
役
不
レ

絶
。
國
郡
陥
レ

罪
。
加
以
遺
留
之
輩
相
代
奉
レ

公
。
不
レ

堪
二

其

苦
一。
逃
去
者
多
。
遂
使
二

父
子
不
レ

保
。
夫
婦
別
レ

處
。
邑
里
爲
レ

墟
。
道
路
希
𩘿

通
。
望
請
。
下
二

知
天
下
一。
勘
責
令
二

言
上
一

者
。
右
大
臣

〔
藤
園
人
〕

宣
。
容
二

止
逃
人
一

律
条
立
レ

罪
。
其
飛
驒
之
民
。
言
語
容
㒵
旣
異
二

他
國
一。
雖
レ

變
二

姓
名
一。
理
無
レ

可
レ

疑
。
然
則
留
住
之
姧
。
尤
在
二

所
由
一。

宜
三

重
下
知
捜
勘
令
二

言
上
一。
若
有
二

容
隱
者
一。
國
郡
官
司
。
准
二

太
政
官
去
延
曆
十
三
年
符
一。

太
政
官
去
延
曆
十
三
年
符

科
二

違
勅
罪
一。
鄕
長
隣
保
亦
准
レ

此
科
レ

之
。

雇
役
之
家
處
二

杖
一
百
一。
計
下

自
二

来
日
一

一
人
之
功
上
。

日
別
徴
二

新
錢
一
百
文
一。
令
レ

送
二

彼
後
家
一。
永
爲
二

恒
例
一。
以
絶
二

姧
源
一

者
。
軄
國
承

知
。
毎
年
附
二

朝
集
使
一

言
上
者
。
從
二
位
行
大
納
言
兼
皇
太
子
傅
藤
原
朝
臣
三
守
宣
。
下
知
之
後
。
曾
無
二

言
上
一。
軄
國
之
司
不
レ

愼
二

符

旨
一。
遂
致
二

此
怠
一。
宜
三

厳
下
知
捜
勘
令
二

言
上
一。
如
猶
不
レ

悛
、
一
准
二

前
符
一

科
二

違
勅
罪
一。

承
和
元
年
四
月
廿
五
日

〔
笠
置
寺
縁
起
〕

一
、
第
五
十
代

桓
武
天
皇
御
宇
延
曆
十
三
年
甲
戌
。
南
都
之
先
德
達
登
二

當
山
一。
始
而
被
レ

行
二

法
華
八
講
一
云
々
。
當
寺
之
法
華
八
講
者
。

日
本
第
三
傳
之
八
講
也
。
法
華
八
講
之
事
。

○
笠
置
寺
の
法
華
八
講
に
つ
い
て
は
、
延
曆
二
年
是
歲
雜
載
（『
續
紀
史
料
』
十
九

－

210
）
條
所
引
の
『
笠
置
寺
縁
起
』
參
照
。
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